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▼
日
時　
９
月
８
日
㈯
①
午
後
２
時
、
②
６
時　
▼
場
所　
勝
田
台
文

化
セ
ン
タ
ー　

▼
料
金　

一
般
８
０
０
円
（
当
日
は
１
０
０
０
円
）、
フ

レ
ン
ド
会
員
６
０
０
円
、
18
歳
以
下
・
障
害
者
５
０
０
円
。
全
席
自
由
。

市
民
会
館
、
八
千
代
台
・
勝
田
台
文
化
セ
ン
タ
ー
で
販
売　
▼
問
い
合
わ
せ　

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
（
４
８
３
）５
１
１
１ 

（
総
合
企
画
課
）

道
の
駅
や
ち
よ
開
設
記
念
祭

　
加
工
品
の
販
売
や
ス
イ
カ
（
15
日
の
み
）
や
メ
ロ

ン
の
カ
ッ
ト
販
売
、
花
や
牛
乳
ア
イ
ス
の
割
引
販
売

な
ど
。
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

　
▼
日
時　
７
月
14
日
㈯
〜
16
日
㈷
午
前
10
時
〜
午

後
４
時　
▼
場
所　
八
千
代
ふ
る
さ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　
▼
問
い
合
わ
せ　

同
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
４
８
８
）６
７
１
１ 

（
農
政
課
）

成
年
後
見
制
度
講
演
会

　
今
か
ら
備
え
る「
今
後
の
こ
と
」と「
で
き
る
こ
と
」、
成
年
後
見
制
度
、

遺
言
、
相
続
に
つ
い
て
事
例
を
交
え
て
説
明
し
ま
す
。
先
着
１
２
０
人
。

　

▼
日
時
／
場
所　
７
月
25
日
㈬
午
後
１
時
か
ら
／
福
祉
セ
ン
タ
ー
第

３
・
４
会
議
室　
▼
対
象　
市
内
在
住
か
在
勤
の
人　
▼
申
し
込
み　
７

月
２
日
㈪
〜
20
日
㈮
に
社
会
福
祉
協
議
会
（
４
８
３
）３
０
２
１
か
、

フ
ァ
ク
ス
で
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
（
４
８

６
）９
７
８
７
へ
。
フ
ァ
ク
ス
で
の
受
け
付
け
確
認
は
、
定
員
を
超
え
た

場
合
の
み
返
信
し
ま
す
。 

（
福
祉
総
合
相
談
室
）

市
民
後
見
人
養
成
研
修
会
の
事
前
説
明
会

　
市
民
後
見
人
を
養
成
す
る
研
修
会
の
内
容
や
参
加
要
件
な
ど
に
つ
い
て

事
前
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
先
着
50
人
。

　

▼
日
時
／
場
所　
７
月
25
日
㈬
午
後
３
時
15
分
、
８
月
７
日
㈫
午
後

１
時
／
い
ず
れ
も
福
祉
セ
ン
タ
ー
第
３
・
４
会
議
室　
▼
対
象　
市
内
在

住
の
20
歳
以
上
の
人　
▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　
社
会
福
祉
協
議
会

（
４
８
３
）３
０
２
１ 

（
福
祉
総
合
相
談
室
）

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
を
開
催
し
ま
す

　
罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
く
全
国
的
な
運
動
で
す
。 

７
月
は
強
調
月
間
と
し
て
講
演
会
と
演
奏
会
を
開
催
し
ま

す
。
直
接
会
場
へ
。
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
時　
７
月
７
日
㈯
午
後
１
時
か
ら
受
け
付
け　
▼
場
所　
市
民
会

館
小
ホ
ー
ル　
▼
内
容　
①
講
演
会
「
八
千
代
市
に
お
け
る
犯
罪
状
況
に

つ
い
て
」、②
演
奏
会「
勝
田
台
中
学
校
吹
奏
楽
部
」 

（
健
康
福
祉
課
）

　保険証と保険料納入通知書を７月中に国民健康保険は世帯ごと、後期高齢者医療制度
は個人ごとに発送します。届いたら中を確認してください。29年度末の国保加入者のう
ち65歳以上75歳未満の割合は45.3％で、平均年齢が上昇しています。後期高齢者の人
数は、約2万3,000人で、毎年1,000人以上増え続けています。今後も、日本の医療保
険制度を維持していけるように国保と後期の制度が30年度から一部変更になりました。

　30・31年度の年間保険料は一人当た
りの金額（均等割）４万1,000円に、所

得に応じた金額（所得割）の7.89％を加えたも
のです。保険料の上限は62万円です。

保険料の軽減措置も変更に
　表１のとおり、一人当たりの金額
（均等割）と一世帯当たりの金額（平

等割）の軽減割合の判定基準が一部変わります。
　均等割の軽減措置が表２のとおり変
わります。社会保険などの被扶養者だ

った人は保険料の軽減は均等割額が５割、所得
割は０円で計算されます。
●申告を忘れずに　国保・後期とも軽減を受け
るには、公的年金以外の収入を除く、世帯主と
被保険者全員の申告が必要です。収入がない人
も市県民税の申告を忘れずに行ってください。

国民健康保険が広域化されました
　今までは市が国民健康保険の運営を行ってい
ましたが、30年度からは、県が財政運営の責
任主体となり、市と一緒に運営を担うことにな
ります。保険証の発行、保険料の決定や徴収な
どは今までどおり市が行います。
●保険証の表記が一部変わります　今まで「八 
千代市国民健康保険被保険者証」でしたが、今
回から「千葉県国民健康保険被保険者証」に、
「資格取得年月日」は「適用開始年月日」、「保
険者 八千代市」は「交付者 八千代市」と保険証
の表記が一部変わります。

保険料が変わります
　保険料の上限が89万円から93万円に
なります。

70歳以上の人の 
高額療養費も変わります
　30年８月診療分から、70歳以上の現役並み
所得者は市民税課税所得（課税標準額）によっ
て、表３のように、新たに３段階に区分されま
す。これに伴い、今年８月～翌年７月までの 
高額療養費と、高額医療・高額介護合算制度の
自己負担限度額も変わります。
　医療機関を受診するときの医療費は、自己負
担割合が３割の人なら現役並み所得者Ⅲ、２割
（１割）の人は一般の区分で計算されます。支
払った金額と自己負担限度額との差額は、高額
療養費として市から後日支給されます。
　現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ、低所得者（区分）Ⅱ・
Ⅰの人は、限度額適用・標準負担額減額認定証
を提示すると、医療機関で支払う医療費が自己
負担限度額までに抑えられます。申請手続きに
は、保険証を持って市役所１階国保年金課、支
所・連絡所へお越しください。
●国民健康保険の多数回該当の通算方法も変わ
ります　直近の12か月で支給された高額療養 
費は４回目からが多数回該当となり、自己負担
限度額が変わります。国民健康保険の運営に県
が加わったことから、県内での引っ越しを行っ
た場合、前住所での高額療養費の支給回数も合
計されることになりました。

お問い合わせは、国保年金課
483-1151（代表）へ

国保

国保

後期

後期

【表３】70歳以上の人の所得区分と自己負担限度額（30年８月診療分から）� （単位：円）
自己
負担
割合

所得区分 対象者（同世帯に現役並み所得者
Ⅲ・Ⅱ・Ⅰがいる場合を含む）

外来＋入院（世帯単位）多数回該当
の場合

高額医療・高額
介護合算の自己
負担限度額

外来
（個人単位）

３割

現役並み
所得者Ⅲ 課税標準額が690万以上の人 25万2,600＋（医療費−

84万2,000）×１％ 14万100 212万

現役並み
所得者Ⅱ

課税標準額が380万以上690万未満
の人

16万7,400＋（医療費−
55万8,000）×１％ 9万3,000 141万

現役並み
所得者Ⅰ

課税標準額が145万以上380万未満
の人

8万100＋（医療費−
26万7,000）×１％ 4万4,400 67万

２割・
１割

一般 現役並み所得者、
低所得者（区分）Ⅱ・Ⅰ以外の人

1万8,000
年間上限
14万4,000

5万7,600 4万4,400 56万

低所得者
（区分）Ⅱ

世帯の全員が市民税非課税の人
（低所得者（区分）Ⅰ以外の人） 8,000 2万4,600 — 31万

低所得者
（区分）Ⅰ

世帯の全員が市民税非課税で、①か
②に該当すること　①世帯全員の個
人の所得（年金収入の控除額は80万
で計算）が0円　②老齢福祉年金を
受給している

8,000 1万5,000 — 19万

【表１】国民健康保険料の軽減基準
軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得
額等の合計が次の額以下であること

７割 33万円以下
５割 33万円＋（27.5万円×被保険者数）以下
２割 33万円＋（50万円×被保険者数）以下

【表２】後期高齢者医療制度保険料の軽減基準

軽減
割合

軽減後の
均等割額

世帯内の被保険者と世帯主の
前年の総所得額などの合計が
次の額以下の人

9割 4,100円
33万円以下で、被保険者全員
の所得が0円（年金などの控除
額は80万円で計算）

8.5割 6,150円 33万円以下

5割 2万500円 33万円＋（27.5万円×被保険
者数）以下

2割 3万2,800円 33万円＋（50万円×被保険者
数）以下


